
16.  11.  15

ネ
ッ
ト
を
利
用
し
た

申
告
・
納
税
シ
ス
テ

ム
で
す
。

　

必
要
な
手
続
き
等

詳
し
く
は
東
村
山
税

務
署
資
料
情
報
担
当

�
０
４
２
・
３
９
４
・

６
８
１
１
（
内
線
４

１
６
）
へ
。

　

私
立
幼
稚
園
の
今
後
の
動
向
を
見
据
え
、
廃
園
を
含

む
市
立
幼
稚
園
の
抜
本
的
見
直
し
を
検
討
す
る
こ
と
を

目
的
に
「
東
久
留
米
市
市
立
幼
稚
園
の
今
後
の
あ
り
方

に
関
す
る
検
討
委
員
会
」
を
本
年
４
月
、
庁
内
に
設
置

し
ま
し
た
。
半
年
余
り
検
討
を
重
ね
、　

月
末
に
報
告

１０

書
を
取
り
ま
と
め
ま
し
た
の
で
、
そ
の
内
容
を
お
知
ら

せ
し
ま
す
。

　

市
民
の
皆
さ
ん
の
ご
意
見
を
お
聞
き
し
た
上
で
、
市

に
お
い
て
最
終
判
断
を
す
る
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。
皆

さ
ん
の
ご
意
見
を
文
書
（
フ
ァ
ク
ス
・
電
子
メ
ー
ル
可
）

で
企
画
調
整
課
へ
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
同
課
�　

・
７
７
０
２
（
フ
ァ
ク
ス　

・

７０

７０

７
８
０
４
）
へ
。

　

税
務
署
に
提
出
す
る
源
泉
徴
収

票
等
の
法
定
調
書
に
は
フ
ロ
ッ

ピ
ー
デ
ィ
ス
ク
や
Ｍ
Ｏ
、
ｅ
―
Ｔ

ａ
ｘ
（
イ
ー
タ
ッ
ク
ス
）
で
提
出

で
き
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ

ら
の
方
法
に
よ
り
事
務
の
効
率
化

を
図
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
特
に

経
理
の
電
算
化
を
図
っ
て
い
る
方

に
お
勧
め
で
す
。

　

※
ｅ
―
Ｔ
ａ
ｘ
と
は
イ
ン
タ
ー

　

住
民
税
（
市
・
都
民
税
）
と
所

得
税
は
と
も
に
個
人
の
所
得
に
対

し
て
課
税
さ
れ
る
も
の
で
す
が
、

課
税
さ
れ
る
所
得
の
年
分
に
、
次

の
よ
う
な
違
い
が
あ
り
ま
す
。

★
住
民
税

　

前
年
中
（　

年
１
月
１
日
〜　

１５

１２

月　

日
）
の

３１
所
得
に
対
し

て
、　

年
度

１６

分
と
し
て
課

税
さ
れ
ま
す

（
現
在
所
得

が
な
い
場
合

で
も
前
年
中

に　

万
円
以
上
の
所
得
が
あ
れ
ば

３５
課
税
対
象
に
な
り
ま
す
）。

★
所
得
税

　

現
年
中
（　

年
１
月
１
日
〜　

１６

１２

月　

日
）
の
所
得
に
対
し
て
、　

３１

１６

年
分
と
し
て
課
税
さ
れ
ま
す
。

　

パ
ー
ト
で
働
い
て
い
る
方
は
ご

注
意
く
だ
さ
い
。
表
１
の
よ
う
な

違
い
が
あ
り
ま
す
。

　

※
住
民
税
に
は
市
民
の
方
に
均

　

仕
事
な
ど
で
平
日
の
納
税
相
談

が
困
難
な
方
は
、
ぜ
ひ
こ
の
機
会

を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
【
日
程
】　

月
４
日
（
土
）・
５

１２

日
（
日
）

　
【
時
間
】午
前
９
時
〜
午
後
４
時

　
【
会
場
】納
税
課（
市
役
所
２
階
）

　
【
内
容
】①
納
税
相
談
②
納
付
受

　

市
で
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
家

屋
修
理
・
改
築
等
の
相
談
に
応
じ

ら
れ
る
よ
う
、
市
内
の
建
設
業
団

体
と
協
定
を
結
び
、
大
工
・
左
官
・

塗
装
・
配
管
・
屋
根
・
畳
・
タ
イ

ル
張
り
な
ど
の
修
理
・
改
築
等
の

業
者
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

◆企画調整課メールアドレス
kikakuchosei@city.higashikurume.lg.jp

評
価
さ
れ
選
ば
れ
て
い
る
理
由
は

ほ
か
に
あ
る
。
そ
の
評
価
さ
れ
て

い
る
点
を
広
く
市
内
す
べ
て
の
乳

幼
児
に
提
供
で
き
る
よ
う
現
行
の

市
立
幼
稚
園
は
廃
園
し
、
幼
児
教

育
の
あ
り
方
を
再
構
築
す
る
」
と

い
う
も
の
で
す
。

　

そ
の
「
再
構
築
の
方
向
性
」
と

し
て
、
２
つ
の
プ
ラ
ン
を
提
案
し

て
い
ま
す
。（
以
下
報
告
書
よ
り
抜

粋
）

　

▽
プ
ラ
ン
１
＝
キ
ッ
ズ
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
の
設
置

　
【
趣
旨
】子
育
て
世
代
が
主
役
と

な
っ
て
運
営
し
、
行
政
が
サ
ポ
ー

　

同
委
員
会
が
幼
児
の
保
護
者
に

対
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
や
幼
児
施
設

の
現
場
の
声
等
を
聴
き
な
が
ら
出

し
た
答
え
は
「
市
立
幼
稚
園
の
私

立
幼
稚
園
に
対
す
る
補
完
的
役
割

は
終
わ
っ
た
が
、
市
立
幼
稚
園
が

ト
し
て
い
く
こ
と
で
地
域
に
根
ざ

し
た
子
育
て
情
報
の
継
続
化
を
図

る
。

　

▽
プ
ラ
ン
２
＝
教
育
調
査
研

究
園
の
設
置

　
【
趣
旨
】研
究
園
の
教
育
内
容
を

積
極
的
に
公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
、

市
全
体
の
幼
児
教
育
レ
ベ
ル
を
一

定
以
上
に
保
つ
と
と
も
に
、
国
・

都
か
ら
の
情
報
の
共
有
化
を
図
る
。

　

私
立
幼
稚
園
、
市
・
私
立
保
育

園
と
小
学
校
と
の
連
携
を
強
化
し
、

保
護
者
・
子
ど
も
の
就
学
に
関
す

る
不
安
を
軽
減
し
小
学
校
へ
の
移

行
を
円
滑
に
す
る
。

　

※
報
告
書
の
全
文
は
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
ま
た
は
市
政
情
報
コ
ー

ナ
ー
（
市
役
所
２
階
）
で
ご
覧
く

だ
さ
い
。

　

こ
の
週
間
は
、
皆
さ
ん
に
税
の
仕
組
み
や
目
的
、
税
に
対
す
る
理
解

を
深
め
て
も
ら
う
た
め
の
も
の
で
す
。
こ
の
機
会
に
ぜ
ひ
税
に
つ
い
て

考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。

休
日
納
税
相
談
窓
口

　
　
　
　
　
　

を
開
設

　

月
４
日（
土
）・
５
日（
日
）

１２

け
付
け

　

※
相
談
の
場
合
は
、
事
前
に
来

庁
の
日
時
を
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
税
証
明
の
発
行
や
課
税

の
相
談
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

詳
し
く
は
納
税
課
�　

・
７
７

７０

３
０
へ
。

　

月　

日
〜　

日
は

１１

１１

１７

税
を
考
え
る
週
間

等
に
負
担
し
て
い
た
だ
く
「
均
等

割
」
と
、
所
得
に
応
じ
て
負
担
し

て
い
た
だ
く
「
所
得
割
」
が
あ
り

表１　パート課税の早見表

配偶者控除・扶養控除
（住民税・所得税）

所得税
住民税
均等割

住民税
所得割

給与収入額

該当します

課税されません１００万円以下

課税
されません課税されます

１００万円を超え

１０３万円以下

該当しません課税されます１０３万円を超える

表２　住民税と所得税の税率

都民税税率市民税税率課税標準額

２％

３％２００万円以下

８％…１０万円

（速算控除）

２００万円を超え

７００万円以下

３％…７万円

（速算控除）

１０％…２４万円

（速算控除）
７００万円を超える

所得税税率課税標準額

１０％３３０万円以下

２０％…３３万円

（速算控除）

３３０万円を超え

９００万円以下

３０％…１２３万円

（速算控除）

９００ 万円を超え

１,８００万円以下

３７％…２４９万円

（速算控除）
１,８００万円を超える

ご
存
じ
で
す
か
？

ご
存
じ
で
す
か
？

住
民
税
と
所
得
税
の
違
い

住
民
税
と
所
得
税
の
違
い（（　

年
度
）

年
度
）

１６１６

ま
す
。
均
等
割
市
民
税
は
３
０
０

０
円
、
都
民
税
は
１
０
０
０
円
で

す
。
税
率
に
つ
い
て
も
、
表
２
の

よ
う
に
住
民
税
と
所
得
税
で
税
率

に
違
い
が
あ
り
ま
す
。

　

※　

年
度
住
民
税
か
ら
妻
の
収

１７

入
が
１
０
３
万
円
以
下
の
配
偶
者

特
別
控
除
が
廃
止
に
な
り
ま
す
。

　

※
住
民
税
均
等
割
の
納
税
義
務

を
有
す
る
夫
と
生
計
を
一
に
す
る

　
【
開
催
日
時
等
】　

月
８
日（
水
）

１２

午
前　

時
〜
正
午
は
不
動
産
所
得

１０

の
あ
る
方
、
午
後
１
時
半
〜
４
時

は
事
業
所
得
の
あ
る
方

　
【
会
場
】
市
民
プ
ラ
ザ
ホ
ー
ル

　

※
消
費
税
に
つ
い
て
は
、　

年
１５

度
の
税
制
改
正
に
よ
り
、
事
業
者

免
税
点
制
度
の
適
用
上
限
が
３
０

０
０
万
円
か
ら
１
０
０
０
万
円
に

引
き
下
げ
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に

よ
り
、　

年
分
の
課
税
売
上
高（
事

１５

業
収
入
か
ら
消
費
税
の
課
税
さ
れ

な
い
収
入
を
差
し
引
い
た
金
額
）

が
１
０
０
０
万
円
を
超
え
る
事
業

者
は
、　

年
分
の
消
費
税
お
よ
び

１７

地
方
消
費
税
の
申
告
が
必
要
と
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
消

費
税
の
課
税
事
業
者
は
、
原
則
と

し
て
、
帳
簿
の
記
載
や
請
求
書
・

領
収
書
等
の
保
存
が
必
要
と
な
り

ま
す
。

　

詳
し
く
は
東
村
山
税
務
署
個
人

課
税
第
１
部
門
審
理
・
指
導
担
当

�
０
４
２
・
３
９
４
・
６
８
１
１

（
内
線
４
１
５
）
へ
。

　

税
務
署
で
は
、
所
得
税
の
青
色

申
告
を
し
て
い
る
方
を
対
象
に
、

青
色
申
告
決
算
書
の
作
成
や
消
費

税
お
よ
び
地
方
消
費
税
な
ど
に
つ

い
て
の
説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。

　

説
明
会
で
は
、
決
算
の
仕
方
を

中
心
に
、
確
定
申
告
に
当
た
っ
て

の
留
意
事
項
お
よ
び
青
色
申
告
決

算
書
の
作
成
要
領
や
消
費
税
法
等

の
概
要
な
ど

を
分
か
り
や

す
く
説
明
し

ま
す
。
ま
た
、

　

年
度
の
消

１５費
税
法
の
改

正
等
、
多
く

の
個
人
事
業
者
に
関
係
す
る
事
項

に
つ
い
て
の
説
明
も
行
い
ま
す
の

で
、
ぜ
ひ
こ
の
機
会
を
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

妻
で
、
夫
と
同
じ
市
内
に
住
所
を

有
す
る
者
に
対
す
る
非
課
税
措
置

を
廃
止
し
、　

年
度
分
は
２
分
の

１７

１
の
額
で
課
税
し（
２
０
０
０
円
）、

　

年
度
分
か
ら
全
額
（
４
０
０
０

１８円
）
を
課
税
す
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。

　

詳
し
く
は
課
税
課
市
民
税
係

（
内
線
２
３
３
３
〜
２
３
３
７
）へ
。

住宅の増・改築から修繕まで住宅の増・改築から修繕まで

建築職人さんを紹介建築職人さんを紹介

　
【
相
談
内
容
】
①
増
・
改
築
（
新

し
く
部
屋
を
増
室
、
室
内
の
模
様

替
え
）
＝
応
接
間
・
高
齢
者
の
部

屋
・
書
斎

な
ど
の
増

築
、台
所
・

浴
室
・
ト

イ
レ
の
改

築
、
和
室

を
洋
室
に
、

窓
を
サ
ッ
シ
に
、
２
階
の
増
築
、

物
干
し
台
を
２
階
に
、
防
音
工
事
、

店
舗
や
事
務
所
の
改
築
な
ど
②
修

繕
（
傷
ん
だ
部
分
の
修
繕
）
＝
内

壁
・
外
壁
・
屋
根
・
台
所
・
浴
室
・

建
具
・
雨
ど
い
等
の
修
繕
、
雨
漏

り
の
修
理
、
ペ
ン
キ
塗
り
な
ど
③

付
帯
工
事
（
住
宅
内
外
の
工
事
）

＝
車
庫
・
門
・
フ
ェ
ン
ス
・
物
置

等
の
工
事
な
ど

　

申
し
込
み
は
修
繕
個
所
・
増
改

築
の
内
容
を
電
話
ま
た
は
直
接
産

業
振
興
課
労
政
商
工
係
（
市
役
所

２
階
）
�　

・
７
７
４
３
へ
。

７０

　

詳
し
く
は
同
係
へ
。

◆ｅ－Ｔａｘホームページアドレス
http://www.e-tax.nta.go.jp

青
色
決
算
説
明
会
・
消
費
税
等
説
明
会

青
色
決
算
説
明
会
・
消
費
税
等
説
明
会

法
定
調
書
の
提
出
は

法
定
調
書
の
提
出
は

フ
ロ
ッ
ピ
ー
デ
ィ
ス
ク
等
が
便
利
！

フ
ロ
ッ
ピ
ー
デ
ィ
ス
ク
等
が
便
利
！

プラン１　キッズステーションの設置

プラン２　教育調査研究園の設置
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　１１月３０日（火）は、国民健康保険税第５

期の納期限です。最寄りの金融機関でお

納めください。

　詳しくは納税課�７０・７７３０へ。

納税にご協力を


